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子ども子育て支援新制度開始から8年が経ちました。この間に私学助成制度から施設型給付制度へ移行

したという園はとても多く、現在では私学助成制度の幼稚園よりも施設型給付制度の幼稚園のほうが多くな

りました。私学助成制度と比べると、施設型給付制度は公定価格が明確に示され、自分で試算を行うこと

ができます。しかし、様々な要素によって計算が複雑になり、結果的に正確な試算が出来ていないという

ケースがほとんどです。

以下は私たちのもとに集まる施設型給付に関するお問い合わせです。

試算では収入が上がるはずだったのに、施設型給付制度に移行した結果、収入が下がってしまったた

め、原因が知りたい。

利用定員の設定はどのように考えればよいのかわからない。

採用者数を検討しているが、自園の適正な職員配置について知りたい。

何の加算を取るべきなのか、自園の現状で取るべき加算を知りたい。

処遇改善等加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの計算方法について知りたい。

このほかにもたくさんの質問がありますが、いずれにしても施設型給付制度は複雑であり、多くの皆様が制度を

あまり理解せず、運営を行っているのではないでしょうか。

今回のセミナーは、複雑だからこそ、絶対抑えるべきポイントに絞って施設型給付制度を解説するオンラインセ

ミナーです。

少子化が進み、共働き世帯が増加したことで、幼稚園の園児募集は厳しさを増しています。施設型給付制

度は、園児数が減少したとしても、適切に運用していくことで収入をある程度維持しながら運営をすることがで

きる制度です。しかし、制度を理解せず、運用を進めていくとそれは実現されません。よく各自治体の言われ

るがままに運営を行っているケースがありますが、これはこれで危険があります。例えば、今は良いかもしれま

せんが、担当者が変わったらどうなるのか、また、そもそも自治体の担当者が制度を正確に理解していないとい

うことも考えられます。もし自園の自治体が親切で、加算項目や処遇改善等加算を計算してくれるのであ

れば、それを信じて運用をするのではなく、それを確認し、検証できるようになっている知識を身に付けてお

くことは、今後のリスクヘッジとしても重要な視点です。ぜひ本セミナーにお申込みいただき、検証する知識を身

に付けていただければと思います。

次のうち、利用定員について内閣府から発表されている”自治体向けFAQ”の内容と異なるものはどれか。

① 利用定員は認可定員を上回ってはならない

② 利用定員の変更は年度途中はできない

③ 利用定員の減少について、市町村は必要な事項を盛り込んだ届け出を受理しないという対応を取ること

はできない



施設型給付制度において、利用定員の設定はとても重要な要素です。利用定員の設定一つで何百万円

という違いが生じてしまいます。特に最近では園児数の減少によって、利用定員を下げるなどの手続きを適

切に行っていかなければ、施設型給付制度本来の力を発揮することが出来なくなります。また、例えば92名

の園児数と90名の園児数では、90名の園児数のほうが公定価格が大きくなるというように、園児数が多

かったとしても、利用定員と園児数の関係によって、公定価格が減少するというケースもあります。なぜそう

いったことが起こるのか、また適切に利用定員を設定していくポイントは何か、利用定員の変更についての手

続きはどうすれば良いのか、利用定員についてのポイントを解説いたします。

施設型給付の幼稚園、認定こども園、保育所でそれぞれ職員配置とそれに伴う加算の考え方が異なります。

例えば施設型給付の幼稚園では主幹教諭の設定については加算になっていますが、認定こども園では設定

しなければ減額の対象ということになっています。この時点で職員数の計算方法が異なるということがわかりま

す。施設型給付制度は「園児数以上に職員数が公定価格に影響する」とよく言われますが、これは事実、

園児数が多かったとしても、職員が適切に配置されていなければ、公定価格は大きくならないという仕組

みになっています。 国が示している保育の質というのはよく職員の数で表現されます(賛否両論あると思います

が…) 。そのため傾向としては、職員一人当たりの園児数が少なければ少ないほど、保育の質が高いという評

価になります。

施設型給付制度の職員数は、職員一人当たりの子どもの数が決められていること、そして加算項目のほ

とんどが職員数によって取得できるかどうかが決まるという性質がありますので、職員数は自然と多くなります。

そのため、職員数の計算を行うためには、①年齢別の園児数に対しての職員数の計算方法の知識と、②

各施設形態における配置しなければならない職員の知識と、③加算に関する知識の三つが必要になりま

す。これら三つを基本に、職員数の計算方法を解説いたします。



処遇改善等加算は施設型給付制度に移行した多くの園がよくわからないまま運用しているのではないでしょ

うか。正直初めからこの制度を理解し、運用していくというのはかなり難しいと思います。GCLIPでも、制度開

始から8年が経過し、各自治体との協議や質問、申請書の確認などを何度も行うことで、理解が深まってき

たという状況です。

処遇改善等加算Ⅰについては、基礎分、賃金改善要件分、人事院勧告分といったものに分かれ、それらを

それぞれのルールに従って職員に配分を行っていく必要があります。まず処遇改善等加算Ⅰについては、自園

の収入のうち、実際にどのくらいの金額が処遇改善等加算Ⅰなのか分からない、というお話をよくお伺いしま

す。そのため、自園の処遇改善等加算Ⅰが適切に運用されているのかがわからないということに繋がります。

処遇改善等加算Ⅱは研修要件が適用されることとなり、運用が複雑化しています。また、配分方法も複

数存在するため、園によって配分の考え方が異なります。さらに、4万円配分の人数Ａ、5千円配分の人数

Ｂの計算方法がわからないというお問い合わせもいただきます。

処遇改善等加算Ⅲは職員一人当たり約9千円の処遇改善を行うということで追加された加算ですが、最近

になって計算方法が公表されました。

処遇改善等加算はⅠ、Ⅱ、Ⅲそれぞれで考え方や性質が異なるものです。そのため、一つずつ理解していく

必要があります。本セミナーでは処遇改善等加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲについて、それぞれの考え方と計算方法につい

てポイントをお伝えさせていただきます。

ほとんどの加算が職員配置に関するものです。そのため、職員数の計算と取得加算はセットで考えていかなけ

ればなりません。年齢別配置基準とその他配置しなければならない職員数を超えて職員を配置できる場合、

様々な加算を選択して取得していくことになります。この加算については親切な自治体の場合、効率の良い

加算項目を検討し、提示してくれるというケースがありますが、こういった場合でもぜひしっかりと取得加算

を確認し、それが本当に最も効率の良い加算項目になっているのか、検証をしてください。実はこの加算取

得の変更したことによって、何百万円も収入が増加した、というケースはよくあることです。

なぜ、このようなことが起こるかと言えば、各自治体の担当者が知識が曖昧である場合もありますが、それ以

上によくあることは、各自治体は実態に応じた加算を選択するためです。

一見問題がないように思われますが、何が悪いのかと言いますと、そもそもその加算がどういった性質のもの

なのかを理解せず運用をしているケースが多く、その状況の中で職員配置表や取得加算の申請書を提

出し、それに対しての加算取得しか実現できていないというケースがあるからです。もし加算項目の知識が

あれば、職員配置表や取得加算の申請書を提出する段階で自園で調整し、効率の良い職員配置表を作

成すると思います。

多くの各自治体が提出された書類を確認し、それに伴って加算項目を選定するという形になっています。「こう

いう職員配置表にすることで、こういった加算が取得できます」という提案まで行う自治体はかなり少ない状況

です。そのため、各自治体が加算を選定してくれるから安心だという考え方ではなく、しっかりとした知識を持ち、

検証ができるようになっていることが大切です。本セミナーでは、重要な加算に絞って、解説いたします。



本セミナーは制度の話になります。そのため事務の先生が参加されるということもあると思います。もちろん事務

の先生が参加されることは問題ありませんが、ぜひ経営者の先生にご参加いただきたいと思っています。なぜな

らば結局のところ、経営者の皆様が各申請について、検証ができる状態であるかどうかが重要であるため

です。また、各自治体との協議についても、普段は事務の先生が担当されたとしても、ここぞというときは

経営者の先生が協議を行うことで、自治体側にも緊張感を持って対応してもらうことができます。

本セミナーはオンラインでの開催です。オンラインでの開催となるため、一つのアカウントで複数人の視聴が可

能です。ぜひ経営者の皆様のご参加を前提に、事務の先生とご一緒にご視聴いただければと思います。ま

た、アカウントを増やしたいという場合も追加費用については割引料金でご案内させていただきます。

利用定員や職員配置、加算の知識は、次年度の園児募集における定員設定、採用人数に大きな影響を

与えるものです。特に園児募集が落ち着き、次年度の園児数が見えてきているからこそ、利用定員につい

て、改めて各自治体と協議を行っていくべき時期です。利用定員の変更は取得加算にも影響を与える可

能性がありますので、しっかりとした知識を持ち、各自治体と協議を行い、理想の制度運用を行ってください。

本セミナーは11月29日(水)、12月8日(金)に開催いたします。

各日15:00～17:00の開催です。

施設型給付制度を理解することは、収入を安定化させることに繋がります。

ぜひポイントを掴み、理想の運用を行ってください。皆様のご参加お待ちしています。

※本セミナーはオンライン開催となります。







※最少催行人数（３名）に達しない場合はセミナーを中止する場合がございます。中止の場合はセミナー開催1週間前までに、お電話にてご連絡をいたします。
※セミナー開催日から起算して１週間以内のキャンセルの場合、キャンセル料として受講料の100%を申し受けますので、予めご了承ください。

※今後ダイレクトメールの発送を希望されない場合、大変お手数ではございますが下記に☑を入れてFAXにてお送り下さい。 今後はダイレクトメールの発送を希望しない □

【個人情報に関する取り扱いについて】
申込用紙に記載されたお客様の情報は、セミナーや勉強会の案内等に使用することがあります。法令で定める場合を除いては、お客様の承諾なしに他の目的に使用いたしません。
必要となる情報（会社名・氏名・電話番号）をご提供いただけない場合は、お申込のご連絡や受講票の発送等ができない等、お手続きができない場合がございますので予めご了承ください。
その他、ご不明な点等がございましたら株式会社ＧＣＬＩＰ（TEL03-5579-2356 担当︓渡辺）までご連絡ください。

お申込み情報 下記から該当するものを☑してください。

【ご希望日について】 □１１月２９日（水）  □１２月８日（金）

【参加人数について】 □１名で参加する □２名以上で参加する（ ）人

【Ｇポイントについて】 □Ｇポイントを使用する （ ）ポイント

幼稚園・認定こども園

一般価格  
早割価格※11月17日（金）正午まで

２名以降 ※視聴アカウントを増やす場合の料金です

施設型給付制度攻略オンラインセミナー

お申込みはFAXで
今すぐ左記番号まで！０３-５５７９-２３５７

１１月２９日（水） ・ １２月８日（金）
１５：００～１７：００ ※いずれかの日程をお選びください

本セミナーはぜひ経営者の先生にご参加いただきたいと思っています。なぜならば施設型給付制度は経営者の皆

様が各申請について、検証ができる状態であるかどうかが重要であるためです。また、各自治体との協議について

も、普段は事務の先生が担当されたとしても、ここぞというときは経営者の先生が協議を行うことで、自治体側に

も緊張感を持って対応してもらうことができます。一つのアカウントで複数人の参加ができますので、経営者の方

のご参加だけではなく、事務の方とご一緒にご参加いただくことができます。

■ 受講料

■ 開催日時

オンラインにて実施■ 開催場所

   

   

   

  

    

   

    

    

    

     

   

        

   

   

     

    

       
 

                                   

※ 割引はインターネット/FAX共に弊社が受信した日時を適用させていただきます。

２２，０００円（税込）/名
１６，５００円（税込）/名
１１，０００円（税込）/名


